
 

議案第１4 号参考資料 

山陽小野田市教育委員会行政組織規則新旧対照表 

改正後 改正前 

（分掌事務） （分掌事務） 

第８条 課及び室の分掌事務は、次のとおりとする。 第８条 課及び室の分掌事務は、次のとおりとする。 

課及び室 分掌事務 

（略） （略） 

社会教育

課 

１～８ （略） 

９ 図書館、津布田会館、青年の家及び歴史民俗

資料館の管理運営の統括に関すること。 

１０～２３ （略） 
 

課及び室 分掌事務 

（略） （略） 

社会教育

課 

１～８ （略） 

９ 図書館、津布田会館、きらら交流館、青年の

家及び歴史民俗資料館の管理運営の統括に関す

ること。 

１０～２３ （略） 
 

（教育機関） （教育機関） 

第９条 教育委員会が所管する教育機関は、次のとおりと

する。 

第９条 教育委員会が所管する教育機関は、次のとおりとす

る。 

種類 名称 

（略） （略） 

宿泊研修施設 山陽小野田市青年の家 

（略） （略） 
 

種類 名称 

（略） （略） 

宿泊研修施設 山陽小野田市宿泊研修施設きらら交流館 

山陽小野田市青年の家 

（略） （略） 
 

２ （略） ２ （略） 

（教育機関の分掌事務） （教育機関の分掌事務） 

第１０条 教育機関の分掌事務は、次のとおりとする。 

 

第１０条 教育機関の分掌事務は、次のとおりとする。 
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施設名 分掌事務 

（略） （略） 

津布田会

館 

１ 館の管理及び運営に関すること。 

２ 市民生活に即する教育、学術及び文化に関する

こと。 

３ 市民の教養の向上、健康の増進、情操の純化及

び文化の振興に関すること。 

４ その他必要な事務に関すること。 

青年の家 １ 青少年団体等の行う研修等に関すること。 

２ 青少年の体育、レクリエーション及び文化活動

に関すること。 

３ 青年の家プールの管理及び運営に関すること。 

４ 天文館の管理及び運営に関すること。 

５ 青年の家体育館の管理及び運営に関すること。 

６ 青年の家テニスコートの管理及び運営に関する

こと。 

７ 青年の家運動広場の管理及び運営に関するこ

と。 

８ その他青年の家に関すること。 

（略） （略） 
 

施設名 分掌事務 

（略） （略） 

津布田会

館 

１ 館の管理及び運営に関すること。 

２ 市民生活に即する教育、学術及び文化に関する

こと。 

３ 市民の教養の向上、健康の増進、情操の純化及

び文化の振興に関すること。 

４ その他必要な事務に関すること。 

きらら交

流館 

１ 館の管理及び運営に関すること。 

２ 研修会、講習会及びそれらの場の提供に関する

こと。 

３ 宿泊研修及び前号の事業に伴う宿泊に関するこ

と。 

４ 公衆浴場に関すること。 

５ その他必要な事務に関すること。 

青年の家 １ 青少年団体等の行う研修等に関すること。 

２ 青少年の体育、レクリエーション及び文化活動

に関すること。 

３ 青年の家プールの管理及び運営に関すること。 

４ 天文館の管理及び運営に関すること。 

５ 青年の家体育館の管理及び運営に関すること。 

６ 青年の家テニスコートの管理及び運営に関する

こと。 

７ 青年の家運動広場の管理及び運営に関するこ

と。 
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８ その他青年の家に関すること。 

（略） （略） 
 

 


